
派遣先責任者セミナー
セミナー開始まで、しばらくお待ちください。

・資料をお手元にご準備ください。
（ダウンロードがお済みでない方は、ZOOMのチャット内リンク先よりダウンロードできます）

・通信機器・環境等の不具合等についての対応はできませんのであらかじめご了承ください。

・ご質問については、質問票にご記入の上、メールでお願いいたします。

・ミーティング（セミナー）退室後または終了後にアンケート画面が開きますので、ご回答を
お願いいたします。

神奈川労働局 職業安定部 需給調整事業課



派遣先責任者セミナー

令和８年２月16日・17日

神奈川労働局職業安定部

需給調整事業課
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に基づく派遣労働者を受け入れる際の適正な流れとポイント



セミナー受講にあたって
本セミナーは、派遣先担当者向け同一労働同一賃金に特化したセミナーです。

【参考資料】
①労働者派遣事業とは･･･（R７.５.１版）
②同一労働同一賃金ガイドライン（概要含む）
③派遣先が講ずべき措置に関する指針
④労働契約申込みみなし制度の概要
⑤派遣先均等・均衡方式 様式・記載例
⑥不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル
⑦派遣労働者を受け入れるためには必要な対応があります！ 改めてご確認を
⑧派遣労働者の受け入れは派遣先にも責務が生じます
⑨パートタイム・有期雇用労働法の概要
⑩職場での待遇に疑問を感じたら、労働局にご相談を

インターネット上で公表されている「労働者派遣事業関係業務取扱要領」に

派遣事業の詳しい取り扱いが記載されています。
お気に入りに追加される等、いつでもご覧になれるようにしておくことをお勧めします。

※略称 法…労働者派遣法 則…労働者派遣法施行規則
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１．労働者派遣における派遣先の責務と
派遣先責任者としての役割について

２．同一労働同一賃金（公正な待遇の確保にあたって）

3．労働契約申込みみなし制度について

3

本日の内容
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１．労働者派遣における派遣先の責務と
派遣先責任者としての役割について
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●派遣先に対する指導監督実施件数は近年増加傾向にあります。

近年の派遣先に対する指導監督件数の推移
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資料出所：厚
生労働省職業
安定局需給調
整事業課調べ
（R6年度）よ
り事務局作成



労働者派遣の仕組みと流れ

派遣元・派遣先それぞ

れが、労働者派遣法等

の法令を遵守し、適正

に実施していく必要が

あります。

(参考：請負)
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派遣先の責務

●労働関係法令上の責務
派遣先には、労働時間管理、労災防止措置等の労働関係法令に基づく事業主としての責務の一部が課せ

られており、適切にその責務を果たすことが必要です。

●派遣労働者からの苦情の処理
派遣先は、派遣労働者からの苦情の処理体制を整備しなければなりません。特に、派遣先に課されてい

る労働関係法令上の責務に関する苦情については、誠実に対応しましょう。

●労働者の募集情報の提供
事業所で働く正社員を募集する場合、その事業所で継続して1年以上受け入れている派遣労働者がいれ

ば、その派遣先の派遣労働者に対しても、正社員の募集情報を周知しなければなりません。

派遣先の同一の組織単位の業務に継続して３年間受け入れる見込みがある派遣労働者について、派遣元

事業主からの雇用の安定を図るための措置として、直接雇用するよう依頼があった場合であっても、その

事業所で働く労働者（正社員に限らない）を募集するときは、その派遣労働者に対しても、派遣先の労働

者の募集情報を周知しなければなりません。
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●派遣先は、労働者派遣法をはじめ、派遣先が講ずべき措置に関する指針（派遣先指針）や、

同一労働同一賃金ガイドライン等に留意する必要があります。

派遣先が特に留意すべき法令や指針等

労働者派遣法
（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律）

労働者派遣法施行規則

派遣先が講ずべき措置に関する指針（派遣先指針）

労働者派遣事業関係業務取扱要領

同一労働同一賃金ガイドライン

パートタイム・有期雇用労働法

特例適用（労働基準法、労働安全衛生法など）
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●派遣先は、派遣就業に関し、以下の事項を行わせるために、派遣労働者に関する就業の管理を一元的に

行う「派遣先責任者」を選任し、派遣労働者の適正な就業を確保しなければならないと労働者派遣法第41

条で定めています。

①業務遂行の指揮命令者や関係者等に、派遣法や労働者派遣契約の内容等について周知すること

②派遣可能期間の延長通知に関すること

③派遣先における均衡待遇の確保に関すること

④派遣先管理台帳の作成、記録、保存及び記載事項の通知に関すること

⑤派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること

⑥安全衛生に関すること

⑦その他、派遣元との連絡調整に関すること

派遣先責任者としての役割
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２．同一労働同一賃金
（公正な待遇の確保にあたって） 



○ 短時間・有期雇用労働者に関する同一企業内における正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止に関し、個々の待遇ごとに、
当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化。

（有期雇用労働者を法の対象に含めることに伴い、題名を改正（「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法
律」））

○ 有期雇用労働者について、正規雇用労働者と①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲が同一である場合の均等待遇の
確保を義務化。

○ 派遣労働者について、①派遣先の労働者との均等・均衡待遇、②一定の要件（同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と
同等以上の賃金であること等）を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保することを義務化。

○ また、これらの事項に関するガイドラインの根拠規定を整備。

「働き方改革実行計画」に基づき、以下に示す法改正を行うことにより、同一企業内における正規雇用労働者と
非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の実効ある是正を図る。

雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
（パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の改正）

○ 短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明を義務化。

○ １の義務や２の説明義務について、行政による履行確保措置及び行政ＡＤＲを整備。

１．不合理な待遇差を解消するための規定の整備

２．労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

３．行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続（行政ＡＤＲ）の整備

施行期日 ２０２０年４月１日（中小企業におけるパートタイム労働法・労働契約法の改正規定の適用は２０２１年４月１日） 
※ 施行期日（２０２０年４月１日）をまたぐ労働者派遣契約についても、同日から適用。

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（平成30年法律第71号）の概要（抜粋）
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【改正】

○派遣労働者について、⑴派遣先の労働者との均等・均衡待遇、⑵一定の要件を満たす労使協定による待遇
のいずれかを確保することを義務化。

⑴ 派遣先労働者との均等・均衡方式

⑵ 労使協定による一定水準を満たす待遇決定方式
派遣元事業主が、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数代表者と以下の要件を満たす
労使協定を締結し、当該協定に基づいて待遇決定。

○派遣先事業主に対し、派遣料金の額について、派遣元事業主が上記⑴⑵を順守できるよう配慮義務を創設。

○均等待遇規定・均衡待遇規定の解釈の明確化のため、ガイドライン（指針）の策定根拠を規定。

不合理な待遇差を解消するための規定の整備①
（派遣労働者）

・賃金決定方法（次の(イ)、(ロ)に該当するものに限る）

(イ)協定対象の派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金額と同等以上の賃金額となるもの

(ロ)派遣労働者の職務内容、成果、意欲、能力又は経験等の向上があった場合に賃金が改善されるもの

・派遣労働者の職務内容、成果、意欲、能力又は経験等を公正に評価して賃金を決定すること

・派遣元事業主の通常の労働者（派遣労働者を除く）との間に不合理な相違がない待遇（賃金を除く）の決定方法

・派遣労働者に対して段階的・体系的な教育訓練を実施すること

○派遣労働者と派遣先労働者との待遇差について、均等待遇
規定・均衡待遇規定を創設。

○派遣先になろうとする者に対し、派遣先労働者の待遇に関
する情報提供義務を課す。

○教育訓練、福利厚生施設の利用、就業環境の整備など派遣
先の措置の規定を強化。

派遣先 派遣元

待遇情報

待遇決定均等・均
衡
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【改正】

○有期雇用労働者についても、本人の待遇内容及び待遇決定に際しての考慮事項に関する説明義務を創
設。

○短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、事業主に正規雇用労働者との待遇差の内容・
理由等の説明義務（求めた場合）を創設。

○説明を求めた場合の不利益取扱い禁止を規定。

×：規定なし ○：規定あり

労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

短時間 有期 派遣

待遇内容 ○ → ○ × → ○ ○ → ○

待遇決定に際しての
考慮事項

○ → ○ × → ○ ○ → ○

待遇差の内容・理由 × → ○ × → ○ × → ○
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【改正】

○有期雇用労働者についても、事業主に対する報告徴収･助言・指導等の根拠規定を整備。

○有期雇用労働者・派遣労働者について、行政による裁判外紛争解決手続（行政ADR）の根拠規定を整備。

○均衡待遇や待遇差の内容・理由に関する説明についても行政ＡＤＲの対象に追加。

×：規定なし △：部分的に規定あり ○：規定あり
※均衡待遇は行政ADRの対象外

行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続（行政ＡＤＲ）の整備

短時間 有期 派遣

行政による
履行確保措置

○ → ○ × → ○ ○ → ○

行政ＡＤＲ △（※） → ○ × → ○ × → ○
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●同一企業・団体におけるいわゆる

正規雇用労働者（無期雇用フルタイム

労働者）と、派遣労働者等の非正規雇

用労働者との間で待遇差が存在する場

合に、いかなる待遇差が不合理なもの

であり、いかなる待遇差は不合理なも

のでないのか、原則となる考え方と具

体例を示したもので、派遣労働者を受

け入れる事業所においても留意が必要

です。

「同一労働同一賃金ガイドライン」とは

第１ 目的

第２ 基本的な考え方

第３ 短時間・有期雇用労働者
（基本給、賞与、手当、福利厚生、その他）

第４ 派遣労働者
（基本給、賞与、手当、福利厚生、その他）

第５ 協定対象派遣労働者（賃金、
福利厚生、その他）
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派遣先均等･均衡方式

20

●派遣先均等･均衡方式は、派遣先の通常の労働者等との均等均衡を図る方式。

●労使協定方式は派遣元事業主において、労働者の過半数で組織する労働組合または労働

者の過半数代表者との間で一定の要件を満たす労使協定を締結し、派遣労働者の待遇を決

定する方式。どちらかの待遇の確保は、派遣元事業主の義務。

労使協定方式

派遣先

均等均衡

派遣先の
通常の労働者

派遣労働者

派遣元

使用者

労使協定

過半数労働組合
or 過半数代表者
(派遣労働者を含む)

派遣先
派遣

待遇情報

派遣元
事業主

派遣先均等･均衡方式と労使協定方式との比較（概要）
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派遣先の通常の労働者と比較して、派遣労働者に不合理な待遇差が生じないようにするための仕組み
労働者派遣の同一労働同一賃金の原則方式

均等と均衡の違い
・均等は同じ職務内容・責任であれば、同じ待遇にしなければないないという考え方
・均衡は職務内容や責任が異なる場合でも、その違いに応じて合理的な待遇にする考え方

23

派遣先均等･均衡方式
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派遣先の労働者に関する情報等の提供に関する配慮

派遣先は、段階的・体系的な教育訓練、派遣先均等・均衡方式又は労使協定方式による待遇決定及び派遣

労働者に対する待遇に関する事項等の説明が適切に講じられるようにするため、派遣元事業主の求めが

あったときは、派遣先に雇用される労働者に関する情報、派遣労働者の業務の遂行の状況その他の情報で

あって必要なものを提供する等必要な協力をするよう配慮しなければならない。【法第40条第５項】

［留意点］

(1) 配慮の内容

派遣元は派遣労働者の公正な待遇の確保や説明義務の履行に当たり、追加の情報が必要になることがある。

このため、派遣元の求めに応じ、「派遣先の労働者に関する情報」や「派遣労働者の業務の遂行の状況等

の情報」を提供する等必要な協力をするよう配慮。

(2) 比較対象労働者が「短時間・有期雇用労働者」又は「仮想の通常の労働者」である場合の取扱い

（第31条の２第４項との関係）

派遣元は、派遣労働者の求めに応じ、比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由を説明する際、

比較対象労働者が次の⑤又は⑥であるときは、それぞれ次の事項も説明しなければならない。

このため、派遣先は、派遣元からの求めに応じ、「説明が必要な事項」に記載する「根拠」について情報

提供することが求められる。

比較対象労働者 説明が必要な事項

⑤短時間・有期雇用労働者 比較対象労働者と派遣先の通常の労働者との間で、
短時間・有期雇用労働法第８条等に基づく「均衡待遇」が確保さ
れている根拠

⑥仮想の通常の労働者 比較対象労働者と派遣先の通常の労働者との間で、
「適切な待遇」が確保されている根拠

仕事の処理速度や目標の達成度合いに関する情報
（派遣先の能力の評価の基準や様式により示されたもの等）
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① 比較対象労働者の職務の内容（業務の内容及び責任の程度）、
当該職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態

② 比較対象労働者を選定した理由

③ 比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容
（昇給、賞与その他の主な待遇がない場合にはその旨）

④ 比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び待遇を行う目的

⑤ 待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項
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参考：比較対象労働者の待遇等に関する情報提供のイメージ

△年△月△日
（派遣元）

（派遣先）
比較対象労働者の待遇等に関する情報提供

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第26条第７項に基づき、比較対象労働者の待遇等に関する情報を下記の
とおり情報提供いたします。

１．比較対象労働者の職務の内容（業務の内容及び責任の程度）、当該職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態
（１）業務の内容

① 職種：衣服・身の回り品販売店員 ＜厚生労働省編職業分類 細分類323-04＞
② 中核的業務：品出し、レジ、接客
③ その他の業務：クレーム対応

（２）責任の程度
① 権限の範囲 ：副リーダー（●等級中●等級）（仕入れにおける契約権限なし、部下２名）
② トラブル・緊急対応：リーダー不在である間の週１回程度対応
③ 成果への期待・役割：個人単位で月の売上げ目標30万円
④ 所定外労働 ：週２回、計５時間程度（品出しのため）

（３）職務の内容及び配置の変更の範囲
① 職務の内容の変更の範囲：他の服飾品の販売に従事する可能性あり、リーダー又は店長まで昇進する可能性あり
② 配置の変更の範囲：２～３年に１回程度、転居を伴わない範囲で人事異動あり

（４）雇用形態 正社員（年間所定労働時間●時間）

２．比較対象労働者を選定した理由 比較対象労働者：業務の内容が同一である通常の労働者（該当する10名中の１名）
受け入れようとする派遣労働者と職務の内容が同一である通常の労働者はいないが、業務の内容が同一である通常の労働者がいるため。

３．待遇の内容等
（１）比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容（昇給、賞与その他の主な待遇がない場合にはその旨）
（２）比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び待遇を行う目的
（３）待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項

 

（例）基本給

20万円
／月

・労働に対する基本的な対償として支払われるもの
・労働者の能力の向上のための努力を促進する目的
・長期勤続を奨励する目的 

能力・経験、勤続年数を考慮。
能力・経験：定型的な販売業務の処理、クレーム対応が可能
勤続年数：１年目（入社後４か月）
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比較対象労働者の待遇情報の変
更時の対応①

派遣先は、比較対象労働
者の賃金等の待遇に関す
る情報に変更があったと
きは、遅滞なく、派遣元
事業主に対し、当該変更
の内容に関する情報を提
供しなければならない。
【法第26条第10項】

［留意点］

(1) 変更時の情報提供の内容

派遣元は、派遣先から変更時の情報提供をもとに、比較対象労働者の待遇等に関する情報の変更

があった時点から、派遣先の通常の労働者との間の均等・均衡待遇を確保することが必要。

→ 「労働者派遣契約前に提供した情報のうち変更があった内容」＋「変更が生じた時点」

(2) 情報提供に関する手続き

・ 書面の交付等（書面の交付、ファクシミリ、電子メール等）により情報提供。

・ 書面等（派遣元）、書面等の写し（派遣先）を、労働者派遣が終了した日から３年を経過

する日まで保存。

・ 「遅滞なく」：「１か月以内に派遣労働者の待遇に適正に反映されるよう、可能な限り速やかに」

(3) 変更時の情報提供が不要な場合

次の場合には、比較対象労働者の待遇等に関する情報に変更があった場合で、変更時の情報提供

は不要。

① 現に派遣されている派遣労働者が労使協定方式の対象となる者のみである場合

→ 法第40条第２項の教育訓練及び法第40条第３項の福利厚生施設を除き、変更情報の提供は不要。

 ただし、新たに派遣先均等・均衡方式の対象者が含まれることとなったときは、遅滞なく、変更時の情報

提供が必要。

② 労働者派遣契約の終了の間際における軽微な変更が生じた場合

・ 労働者派遣契約が終了する日前１週間以内における変更であって、

・ 当該変更を踏まえて派遣労働者の待遇を変更しなくても、法第30条の３（派遣先の通常の労働者との間

の均等・均衡待遇の確保）の規定に違反しないものであり、

・ かつ、当該変更情報の提供を要しないものとして労働者派遣契約で定めた範囲を超えないものが生じた

場合には、変更時の情報提供は不要。

＜派遣先均等均衡方式＞
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比較対象労働者の待遇情報の変
更時の対応②

派遣先は、比較対象労働
者の賃金等の待遇に関す
る情報に変更があったと
きは、遅滞なく、派遣元
事業主に対し、当該変更
の内容に関する情報を提
供しなければならない。
【法第26条第10項】

［留意点（続き）］

(4) 待遇情報の取扱い

派遣先から派遣元に提供された情報の取扱いについては、次の事項に留意する必要が

ある。

① 個人情報に該当するものの保管又は使用 → 均等・均衡待遇の確保等の目的の範囲に限られ
る。

② 個人情報に該当しないものの保管又は使用 → 均等・均衡待遇の確保等の目的の範囲に限定
する等適切な対応が必要。

（適切な対応として、この他、保存義務経過後に利用することがなくなった情報を速やかに
消去することも考えられる。）

③ 法第24条の４の秘密を守る義務の対象 → 派遣元事業主及びその代理人、使用人その他従業
者は、正当な理由がある場合でなければ、比較対象労働者の待遇等に関する情報を他に漏らして
はならない。

＜派遣先均等均衡方式＞
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事業所の過半数労働組合等（労働者過半数代表者）と事業所の代表者が派遣労働者の待遇について締結する方式です。

33

労使協定方式



【労使協定方式】の場合

①派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者に対して、業務
の遂行に必要な能力を付与するために実施する教育訓練
（法第40条第2項の教育訓練）

②給食施設、休憩室、更衣室
（法第40条第3項の福利厚生施設）
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提供する「待遇に関する情報とは」



待遇に関する情報提供（労使協定方式）

◆労働者派遣契約を締結する前に、比較対象労働者の待

遇等に関する情報を派遣元に対して、書面等により提供

しなければならない。
（ 法 第 2 6 条 第 7 項 、 則 第 2 4 条 の 3 第 1 項 ）
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【よくある派遣法違反・指摘されるケース】

・労働者派遣契約の締結の都度、

あらかじめ提供していない。

・前回から変更がないから提供していない。

・変更がないことを電話にて口頭で伝えた。

・派遣元から求められていないので、

提供していない。

※この資料において法令等の名称について以下の通り略して示しています。
法：労働者派遣法 則：労働者派遣法施行規則

資料「労働者派遣事業とは…」 P６

労使協定方式



36

●派遣先は、派遣元事業主が「派遣先均等・均衡方式」又は「労使協定方式」により
派遣労働者の公正な待遇を確保できるよう、派遣料金について配慮しなければなりません。

派遣先が配慮すべき派遣料金

派遣料金の交渉における配慮（法第26条第11項）
派遣先は、派遣労働者に関する料金（派遣料金）について、派遣元事業主が、均等・均衡待遇を確保し、又は労使
協定方式の場合には労使協定に定める賃金水準等を確保できるように配慮しなければならない。

●以下のようなケースにおいては、配慮義務を尽くしていないものとして、派遣先が指導の
対象となることがあります。

配慮義務を尽くしていないものとして派遣先が指導の対象となり得るケース

ケース１

ケース２

派遣元事業主から要請があるにも関わらず、派遣先が料金交渉に一切応じないケース

派遣元が待遇決定方式に基づく賃金を確保するために必要な額を派遣先に
提示した上で派遣料金の交渉を行ったにも関わらず、派遣料金が当該額を下回る場合



（比較対象労働者の情報提供）

●派遣元事業主に、比較対象労働者の待遇等に関する情報（※1）を書

面の交付等により提供しているか。

（法第26条第7項）
（※1）労使協定方式の場合は比較対象労働者の選定は不要であるが、教育訓練（法第40条第2項）及び福利厚生施設

（法第40条第３項）の待遇情報の提供は必要。

（労働者派遣契約の締結等）

●労働者派遣契約書等に、改正労働者派遣法により新たに追加された

法定事項（※2）を記載しているか。

（法第26条第１項第10号など）
（※2）従事する業務に伴う責任の程度、協定対象派遣労働者に限定するか（であるか）否かの別

（派遣料金の配慮義務）

●派遣料金の額について、派遣元事業主が派遣先均等・均衡方式また

は労使協定方式による待遇改善が行われるよう配慮しているか。

（法第26条第11項）
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派遣労働者の同一労働同一賃金に係る自主点検表（派遣先事業所向け）

（派遣先が講ずべき措置）

●派遣先の労働者に対して、業務の遂行に必要な能力を付与するた

めの教育訓練を実施する場合、派遣元事業主から求めがあったとき

は、派遣労働者に対してもこれを実施する等必要な措置を講じてい

るか。

（法第40条第２項）

●派遣先の労働者が利用する給食施設、休憩室及び更衣室の福利厚

生施設について、派遣労働者に対しても利用の機会を与えているか。

（法第40条第３項）

●派遣先が設置・運営し、派遣先の労働者が通常利用している給食

施設、休憩室及び更衣室以外の福利厚生施設（駐車場、売店等）の

利用に関する便宜供与の措置を講ずるよう配慮しているか。

（法第40条第４項）

●派遣先の労働者に対して、業務の遂行に必要な能力を付与するた

めの教育訓練を実施する場合、派遣元事業主から求めがあったとき

は、派遣労働者に対してもこれを実施する等必要な措置を講じてい

るか。

（法第40条第５項）

本自主点検表については、令和２年４月１日に施行された改正労働者派遣法（いわゆる同一労働同一賃金）
に関して、派遣先において遵守していただく内容について、簡易に点検できるようまとめたものです。
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３．労働契約申込みみなし制度について
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労働契約申込みみなし制度

派遣先が一定の違法派遣を受け入れている場合、違法状
態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して、
当該派遣労働者の派遣元事業主における労働条件と同一の
労働条件を内容とする労働契約の申し込み（直接雇用の申
込み）をしたものとみなす制度です。
（労働者派遣法第40条の6 平成27年10月1日施行）

派遣先
派遣元
事業主

派遣労働者を違法派遣

承諾するかどうかは、
派遣労働者の希望による

派遣先が当該労働者
に労働契約を申し込
んだものとみなす

派遣労
働者

雇用関係

制度の対象となる５類型

１．派遣労働者を禁止業務に従事させること
（港湾、建設、警備、医療行為(※１)）

２．無許可事業主から労働者派遣の役務の提供
を受けること

３．事業所単位の期間制限に違反して労働者派
遣を受けること(※2)

４．個人単位の期間制限に違反して労働者派遣
を受けること

５．いわゆる偽装請負(※3)等

※1 紹介予定派遣等の場合を除く。

※2 派遣法第40条の2第４項に規定する意見聴取の手続きのうち、厚生労働省令
で定める手続きが行われないことにより派遣可能期間を超える期間継続して労働
者派遣を受け入れる場合を除く。

※3 派遣法等の規定の適用を免れる目的で、請負やその他派遣以外の名目で契
約を締結し、必要とされる事項を定めずに労働者派遣を受けることをいう。



●派遣労働者を受け入れる場合、派遣元

だけでなく、派遣先においても労働者

派遣法に定めれられた措置を講じる必

要があります。

定められた措置を講じていない場合、

労働者派遣法違反として

「厚生労働大臣による勧告」

「事業主名等の公表」

となる可能性があります。

40

●「派遣労働者を受け入れるためには

必要な対応があります！ 改めてご確認を」

「派遣労働者の受け入れは派遣先にも

責務が生じます」

のリーフレットをよく読んで、適正な内容になって

いるか、再確認してください。

派遣先における法令遵守について



・以上をもちまして、派遣先責任者セミナーは終了です。

・セミナーについてのご質問は、質問票にご記入の上、
以下の宛先にメールでお願いします。

14kn-jukyuu@mhlw.go.jp

・ミーティング（セミナー）退室後または終了後にアンケート
画面が開きますので、ご回答をお願いいたします。

ご清聴いただきありがとうございました。

41


	スライド 0
	スライド 1: 派遣先責任者セミナー
	スライド 2
	スライド 3: １．労働者派遣における派遣先の責務と 　　　派遣先責任者としての役割について  ２．同一労働同一賃金（公正な待遇の確保にあたって）  　 3．労働契約申込みみなし制度について
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23
	スライド 24
	スライド 25
	スライド 26
	スライド 27
	スライド 28
	スライド 29
	スライド 30
	スライド 31
	スライド 32
	スライド 33
	スライド 34: 【労使協定方式】の場合
	スライド 35
	スライド 36
	スライド 37
	スライド 38
	スライド 39
	スライド 40
	スライド 41

